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第5章 避難所における高齢者と障害者

以避難所におサる高齢者および障害者む行動と生活む問題点ιついて

扱う. 5.1節では， 災害弱者本lといわれる高齢者および揮害者が避難所となっ

た小学校などで過献な生活環墳lこおかれたが， 地域や各障害者団体・ ボラン

ティアらの救援グループに支えられて， 指定 さ れた避難所に限らず， 知人や友

人の家や社会福祉施設などり地域施設なども利崩して避難生活安送ったことを

紹介する. これらの高齢者や障害者らを配癒した建築的整鵠や生活支援体制の

あり方は， 今後の避難高の計画において反映される必要がある. 5.2節では，神

おける高齢者福祉施設を避難所として利用した事例を紹介する刷

5.1 震災時における高齢者と障害者の行動

阪神・ どの， いわゆる災害弱者の避難の問

せた. 議争IÉ者lこ った(関5.0.

2月中旬から3丹中旬にかけて，

救謹むための訪問活動が被災地障害者センター安拠立に数多くむボランティア

によって展開 さ れ， その被害状担が明らかに さ れた脅 障害者は日常から都市環

境における さ まざまなバリアによって生活上の不{更をしいちれることが多かっ

10)議未満

10)議台
同町、

20桂子; 8.6% 

30議台

40，議行

50謙吉 14曾

60議自 19.3% 
国5.1

*1 

災害弱者

災害時の環墳変化に対

し， 被害を受けたち， 困

難な状況に諭りやすい人

をいう帯 通常は高齢者や

障害者ち安指す.

70最古 18.7% 
l挺神・淡銘大震災における年齢別死者数

お0議以i 15.0% 
(兇は各年代目1jCJ)全体に対する割合)

O 200 400 600 800 iα}O 1200人 (兵庫県響襲撃本部持議のデータより作成〕
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第I毘 避難所の実態

牢2

出中i麗人『福祉のまちづ

くりデザインー寵神大震

災からの検詰-J]. 学芸

出版社， 1996. 

*3 

神戸新開の記事「避難所

で老人民人死亡(1995

年2月3日)
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交i遣やf育報， トイレの問題江ど震災によってさちに畿しい状泣におかれ

た. 時害者を支援するグループや地域の語祉活動を進めてきたボ ランチィアグ

ループなどによって熱心な救援活動が謹閲されたが， 避難所をはじめ被災地の

る問題点が指描され， これまで進めてきた

まちづくり」のあり五が改めて関われているペ

け と謹一難主活の状世につい

て， 被災地における調奇結果をふまえて紹分し， ザた

る.

1 . 高齢者の状況

く， ま よる死者の内訳で

いことは前濯したとおりである. しかし， 避難所へ避難してから後に， 身体に

きたしたり， 持病を悪化させて死亡する高齢者も多かった 避難所から

診療所や病院へ運ばれて死亡した高齢者の半数以上の死自が師炎であったと報

れているベ 十分な暖諒・換気設舗や便所や人語施設のない小学校などの

と寝泊まちする生活比護災による大きなスト

レスと相まって， 心身記過酷な環境となっていた.

され， 避難所におけるこれらめ高齢者に対する十分な睦療・保健上の礎蹴管理

などの対応ができなかったことが指擁される. 捧調。悪い高齢の被災者を受け

入れる高齢者向けの避難所が長田区内心公的施設内にもできたが溝杯状態にな

り， こむような状耐に対する施設的対誌が不備であった

である.

よる

表5.1 各避難訴の高諦者(65歳訟f--.)， 要援護者の状説

(平成7年2月10日現誼)

難 民 81 14 44 23 22 

中央i五 2，614 11 76 2，529 告

兵車区 2，359 s 47 2.385 18 

北 思 113 言 23 82 11 

長吾i正 2，541 13 216 2，249 34 

04 11 28 969 

41 。 ? 34 

3 12 151 10 

(165) 41 

104 

(霊長神・竣路大震災神戸市災害対策本部『阪神・
神戸市の把鵠ー』掛神戸都市問題研究所(1996)を

5.1のとおり



第5章 避難所における高齢者と欝害者

は避難所の設置は既存の公的施設が対象で， り *4

込まれていない. 今後の避難所の計屈においては， 地域む既存の医撞施設など

との連檎を図り， 高齢者らの健躍管理体舗を整えるとともに， このよう

らの身体機能の低下した人を考慮した擁設の計画が必要である.

i 下艦障害者の扶現
ド肢緯害者の人たち

ておアンケート

持動iこ関す

( 1 ) 

震災時の避難行動に関する しミ

ったペ なお， 調査結果の分析考察で

と比較した判(p.

アンケート用紙は兵諸県立福祉のまちづくり工学研究所 の協)]をえて. 1995 

年11月下旬， 神田市・明石前および阪神間の各市に往む丘!電車下の身陥者3

団体* 7(p. 159)所属

(33.1対)の自答奇えた.

(2 )回答者の属性

日宅に郵送で463名の下肢障害者に配布し， 153名

回答者の男女比は約7 : 3で， 職業は無職が58%をしめる. 居在地は2割が

全掠の半数が神戸市内で震災iこより大きな被害を受けた人が多い.

年齢

田中i玄人， 柏諒J:郎， 点
村英祐， 横問隣PJ， 阪国
弘一. 域 幸弘:較神・

楼蕗大震jえにおける下肢

障害症の避難持動アン

ケート調査一語祉のまち
づくりの視点からの復興
�tl需の提案， 地j或議設計
両研究， Vo1. 14. 日本建
築学会(1996).

*5 
時本建築学会近畿支部:
兵庫娯雨部地震に関する

日本建築学金近畿支部所
属会員アンケート鶏遵第
1次集計結果およびそり
集貯データ(1995. 7. 
17). 

口明荘の年齢 r;際10郁容の起こ叫齢

49人

自杖U 1人

義足10人

害導犬同人

使j召していない 26人

その能

不明

o 10 20 30 40 50 60人

35 

44 

1 U 10-19 
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40ーヰ9
50…ラ9�M匁忽勿仮初夜勿奴務ち;;ø;沼4θ
60-69 
70-79臨舗己

80-891 0 

予言50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 

開5.3 現在の年齢と障害の縮こったときの年齢

惑いす(介護者事)計40

喧動車いす計6

率いす(自JJ移動可)計24

歩行用装良計49

f車肘していない計26

臼杖計i

そのitll. ill4 

合計156

民主

国5.2 日常の外出時に能思している

補助器具 掴5.4 日常の行動能力と補立ち器具の留保
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第I部 避難所の実態

図5.5
毘外iこ出るときに肋けが必要思であったか o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 

①水平0・上ドO
(57人)

②7.k.4l0・上下×
(40人)

Q)水平×・上I"x
(42人)

不明(15人)

図5.6 合計(154人)
屋外にすぐに出ることができたか o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 

t図5.8の注]

震度?の地j或:震度7の

地域lこ住んでいた人

関庶7

関?の地域掛合ù自
治体(神戸市では区)

で， 震度7の地域を

除いた地域にいた人

震度7以外の災害救助法

適用自治体:震度7

の地械場合まない臼

治体(神円市では区)

で， 災害救助法が適

用された自治体にい

た人

その他の自治体:上記以

外の地域にいた人

臓外iニ山る

人

そ
の
他

日U蜘

ゑ
助
け
を
求
め
る

者

3
』
こ
と
が
で
き
な
い

暗

v
弘
天
井
や
砕し

E

叫
防雌
が
落
ち
た

一
段
介
助
者
が

限必
L
許申
い

弘
補
助
器
具
が

臨必
見
つ
か
ら
な
い

乱
問
り

の
状、
山
が

路
わ
か
ら
な
い

調札
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

長
が
動
か
な
い

綾
部
屋
の
ド

ア

監
が
聞
か
な
い

ー
し

間
阿

佐
主

盤
的
齢
別
問

調ι
玄
関
の
ド

ア

躍
が
聞
か
な
い

湖乱
が
ラ
ス
が

間mm幽
'Vヘ
I
L
J
-

illJ
サ
門
半
白
1」
ヂム

時一

盤
味一
時
2
J」

川

と

%
ロソ

けは
カ
骨
れ
た

目も
こ

h
叶0
0
0
0
0
糾
が

図
た

寸I

ιU
畑、，h
A崎
司令恥

吋4
11

つな

震度7の地域(20人)際議議議闘機河究機
震度7の地域を青む自治体卜E議;議機援護語43%鱒畿欝欝盤i(42人) E 

震度7以外の災害救助法通問 機邸機議自治体(18人)
その1{抵の自治体(7人)

1% 

2% 

o 10 2o 30 40 50 60 70 80 90 I00% 
図5.8 圏l 避難した 園2避難しない 図無l81嘗|

被災度別の避難した人の割合

158 



第51雲 避難所における高齢者と障害者

外出時にふだん詑う補助器具は， 事行用装具と車いす〈介助者要)がそれぞれ 料

*4の調査の自苓者の大
49人(32 %)と 40人(26 %)， 車いす笹用は計70人(45 %)である(図5.2)， また田

半が緯常者と思われるの

60議代を中心に広く分市してお�(皆15.3)， 日常的行動能力で で， 関じ市町村の在住者

は， 階段の昇り障りができ江いと答えた人が， 63%であった(図5.4)ゐ

(3)地震高後の屋外への漉難行動

( i )日常の行動能力と躍外への避難の関係:日常の行動能力が低い人法ど，

るときに「助けてもらったJり， 屋外に「出られなかった」人が

くなっている(国5.5， 図弘前. なかでも自力による水平移動や上下移動

ができない(水平×・上下x)人は， 展外に出るときに「助けてもらった」が

油%で最も多く， ついで嵐外にすぐにはf出らむなかったJ31 %. íタネiこ

出なかったJ24 %が多く， 屋外に出ることが困難であった，

(且)躍外lこ出るときに問題となったこと:毘外に出るときの問題は

どが倒れた rガラスが散乱したJの2項目が多く(間ι7)， 屋内が龍乱し

て腫外への避難は困難であった.

(4)避難所までの行動

回答者の居住地の被災産別に避難した人の割合を見たのが図5.8で， 地諜後

避難した人は全回答者の3分むlであった. 被害の大きかった地域ぽど， 避難

した入の割合が高かった.

(5) 避難 した縄出について

遭難した理由を見ると r建物が壊れて住めないJ 水・ガス・詰気が使えな

しりという項目が健常者よちも多し 下肢障害者拡自宅で生活できなくなった

ときに避聾するという状況である(国5.9)，

(6)避難した場所と選んだ理由の比較

した場所(関5.10)は， 親戚・知人宅に避難して

いる割合が鍵常者に比べて多く， 逆に指定避難所になっている小学校が少な

い. 下甑樟害者は避難生活がむずかしい小学校を避け，

解してもらえる場所に避難したことがわかる. また， 避難所を選んだ関市(国

5.11)では，

いう項目を謹常者より

「知っている所だからJと「居場所から近しりと

く選んでおり， 身障者用短所の有類， 階段・

どの状況を知告ない擁設や， 日宅かる遠い避難所長敬遠している鳳 このiまかiこ

守1B'こ行くところがないJなどの開出そ選んだ人が多く，

選択の余地がなかったととがうかがえる.

( 7)避難所へめ替動について

避難所までむ移動は， 誰かが付告、添っている

5.12)， その際， った.

がほとんどで、あり(図

長選び出すことにより，

下設障害者と健常者の避

難符動を比較した

*7 

メインストワーム協会，
全国脊髄損揮者連合会兵

蹴卒中者支の

会γあけぼの会J・

159 



第I部 避難所の実態

〔図ι9-11の注]

*1学会アンケートではi選択肢が

用意されていない項目ー

*2学会アンケートの回答者数以

無回答を除く.

図5.9

英語露出後に避難した理樹

臨5.10

地謹直後に避難した場所、

簡5.11

避難場所を選んだ理肉
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第5章 避難所における高齢者と障害者

(8)避難しなかった理由の比較

避難しなかった理自で比 「円宅にい と患ったJγ避難する途中

が危股だと思ったJを選んでいる割合が健常者より

外に出て避難することや避難所での生活を危l換だと感じており， できるかぎり

自宅に残ろうとした状況がわかる.

(9)避難行動に関連す

国5.13は， の避難のときや避難所まで移動する開に

囲ったことをどのように克臨したか， ったもの， そのほか

分類・ 整理したものである. は，

が数乱iこより補劫器呉が佳えず， 動けなかったことや介助者が障害者のもとへ

駆けつけたこと， 家族や近所の人などが手助けして外に出た事例がある.

自身が独力で犀外へ出ることがむずかしし

あったことがわかる.

思5.14 は，障害者かち行政や建築に対す 行政の障害者む把握が不

十分という不満やスロープ・ エレベーターなどり海弁当めと漏り試艦長吉7Pめっ

た. 災害時のためだけでなく， 日常時からあることが大事でおるという

みられ， 住居については， 自分でできる範囲で対処い安全な空鴇にしておく

という られた.

(10)下肢障害者の避難行動のまとめ

( i )毘内の家具の転艇やガラスなどが散乱し， 避難が大きく訪げられた. さ

らに停電により， エレベータ…などの機械設構が使えず， 夜明り目IJ c...:'具つ

りが見えず控えなかったというように警 避難行動に大きな制約が

3うった“

(長)避難所で的生活が難しいために，可能な限。避難しないで自宅で生活し

ょうとした人が多い.

(iii)やむを得ず避難するときは，自宅から近い学校施設よりも，

人的なつながりを頼って避難した人が多かった.

(iv)避難所までの移動には，

った.

以上のことから避難所となりうる小学校などの施設や現在の指路が， 日常か

とって利用できる空間であることが必要といえる.

3. 観覧捧害者の状況

いて， よる震災におリる視

れている材が， ここで ン

ターの視力障害者44名に対して19部年10月-11月 したヒアワング調

*8 

日本盲人福祉委員会:阪
神大震災における視覚障
害者避 難調査報告書
(1996). 
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第I部 避難所の実盤

本9

出JII勝秀， 藤本鉱

み;鵠�. 守(1/知寿， 菊揮

瞳子， 岩田三千子， 宣言藤

功子. ít鵠持夫， 出4-1白

人， 知花弘古， 定立 啓，

荒木兵一郎:社会補技鞄

設における避難と被JÆ者

の受入れ一兵庫県南部地

震における社会福祉b留え

の被災状祝に関する研究

その2， 日本建築学会近

畿支部研究報台車第

36号・計l嘱系(1996)，

pp. 385-388. 

164 

査;ßよ メンバーら関謀者から る.

避難所における問題点として指描さ ものは以下のとお号でるる.

( i )避難所までの建物の倒壊や道路な

あった都

く，移動が困難で、

(註) 避難所のトイレ利用は移語途中立〉躍ている人が気になり我惜していた.

(温〉避難所の階段が暗くて危検であった.

(iv)富導犬がいるので他の健常者と生活しにくい，

(v) 日常からあ2ま主ちなじんでいないi避駐難P所正でで、lはま牛

(行viο)避難}所斉での精報伝.i連i連妻が掲示披によることが多いので不自申であつた.

(v量〉避難所で仕事(あんま・はわマッサ…ジ・きゅうなど〉が続 け られなかった.

は， 嵐内の家具の転倒iやガラスの散乱で避難が大きく妨げ込れ

た， さらに停電により， エレベーターなどの機械設舗が寵用できず， 夜明 けま

で真っ暗で手すりも見えず使用できなかったというように， 避難行動に火きな

制約があった 生活空間の移動に関して， 日常時以吋とに多くの障害物が発生

なった. 震災による道路や建物の被害だけでなく， ゴミや敢;費目

ち避難所となる施設や避難経路となる

しやすく親しみやす として整備されているべき

である.

また， 日常の生活情報の伝語手段としては， 揚示板などの規覚的手段だ けで

なく， ラジオや詰内設送での苦情報も活用すべきである. 視覚欝害者として試

日嘗から同じ障害をもっ人たちとり連絡を講にして靖報交換する必要がある

が， 今後は地域の中で身近なf主民やボうンティアの人たち していくこと

る.

4. 社会福祉施設での技況

町主的lこは主としてそれぞれが利用する社会福祉施

と関集が探いが， 震災時に避難施設としてどりように利摺されたか託ついて

調査しているベ

( 1 )調査概要

調?査は兵躍県下の災害救助法適用地域に所在する384

して1995年6-7月にアンケート

5.2) (回収率51.0 %). 

(.2 )擁設利用者の避難状詑

196施設からの回特を得た(表

ので避難しなかった施設が多く〈国5.15)， 避難し

も多いが， そのほか公共の避難所や近所の旋設にも避難している

(悶邑.16).
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袈5.2 施設種瀬別のアンケート剖収状況

2A

ワムH

IA

附hM

4

6

4

4

 

58.5 
64.5 

51.2 

46.7 

4せ

ハリ

14

2・A

9白

A2

今'B

内L

たiu
 

総仕
um矧芦

ず…

瀧

せ一

で

当一一

員

該一

全
近所の福祉雑設など

4.6% 

連物内の安全な場所
一部の者が避難した

安全なので遊離しなかった

敷地内の寵など丹屋外

間5.15 遊撃の有無到の施設数の割合 国5.16 漉難場所加の施設教の割合

近隣も無事でも要講がなかった

地震の当日のみ

地震から2-3遡慌程)支

地濃から2 3月間弾攻

現ぜとも読いでしミる

国5.17 避難受入れ状剖 鴎5.18 避難受入れ期剖

( 3)近隣からの避難者の受入れ状況

社会福祉施設での被災者の受入れは1 96施設中部件(49 %)であったが， と

くに高齢者や障害者を多く受け入むており， 介護面やデイサーゼス面の充実し

される(図5.17).てい

(4)受入れ期間

被災者の受入れ期間については調査時点において現在も続いているのが最も

し 受入れ期間の長期化が特盤的であるく図5.18入

(5)社会福祉施設で的避難行動のまとめ

日常的に らの特定の人の利用を前握にした社会揺祉施設も

165 
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本10

調磨喜三郎:聴覚障害者
現地救援対葉本部の活動
と現状， 甑神・淡路大震
虫記錨・報誌集(1995).
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i立近欝の被災者の避難所として活用されている. とりわ

し小学校などの避難所で講たされない施投やサーピス面での

対誌が求められたものと思われる. さらに， ほかに移動する施設がない場合に

社会福祉施設での避難生活が長期化する傾向がある，

5. 聴党障害者の状況

震災後多 聴覚蹄帯者現地救援対策本部によって語査が実施され判。，日常的生

活支援活動同様に植樹的な支援活動が震関された. 聴覚障害者の避難行動につ

い て， ζ れらの調査およ メンパーら関係者からのヒアワン

どから紹介する.

避難所における もむは以下心とおりである.

( i )震実詰に避難所の場所が確認されていなかった.

(ii)テレピやラジオによ

(üi)教援物資の配布など

fこ.

らの構報が得与れにくい.

らず必要な生活情報の入手に苦労し

Civ)手話通訳者がいないのでH常の会話に不自由した.

(v) FAXの設蓋がほとんどなく， 不自由した.

日常の生詮捷報の伝達手段としては， 掲示板などの視覚的手段が緊急時にお

いて辻不ト分なので， ラジオや館内放送での音橋幸震を活用することが多いが，

これに依存しすぎると臆覚障害者には培報が入ちなくなる. 電話りみで誌なく

FAXの設置が必要で為る. ま 避難所において

ティアらの配備が求めちれる事

聴覚障害者としては日常から同じ

る必要があるが， 今後は地域の

していくこと ある.

* * * 

今回の震災における障害者に関す

の尾上浩二氏，

きる ポラン

して情報

ボランティアの人たち

はじめ，

とちわけ， 下枝障害者関係の調

査では兵雄県立福祉のまちづくり工学研究所および

さんに， 視覚障聾者関係の調査で拭国立神戸提力障害者センターの皆さんをは

じめ多くの関係者の たに轄覚聾害者間部の調査では草の担ろうあ者こん

だん合の稲葉通太民をはじめ多くの皆さんにたいへん

た， 高齢者に関する謂査で註神戸市地域福祉行動

なちま し た . ま

はじめ

ふれあいりまちづくち協議会の皆さんにたいへんお世話になりました. ここに

く感謁します 田中斑人)
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5.2 事例研究:高齢者ケアセンターながた*11 *11 

阪神・淡路大震災においては， 小・中学校. t本背輯などが培域住民の避難所

として位置づぜられた これらの避難所はト イレの不謹， 金事の不備，

鑓の不備， 多くのパワアな と‘の心身の麗弱な，人びと

るには， 非常に厳しい環場条件であった牢払*UI

社会福祉描設は建物のパリアブリーイt， 福祉機能の充実， コミュニティケア

のスタッフなどー殻避難所に供された施設とは異なった機能や設舗を有してい

る罵 今出の地震においL�i. 高齢者福祉施設も一部被災したが， その施設機能

して地域の高齢者や障害者告受け入れた実態が明らかにされて，

れている叫本11

本部でiま，事例研究を過して， 震災という予測不能の事態が発生したとき立，

福祉雄投でわ行動とその対tL\j邑器を時間的・空間的に検証することにより，

後の災害時の地域謡祉拠点としての施設のあり

る.

ることを目的とす

住所;神戸市長田区北町

3丁目3番地

埴震発tJ:当時の職員数:

57名(疫勤4名含む)

業務内容:

(21轡〉

型特別養撞老人ホ…ム

@ショートステイ

(1階)

介護ヘノレパ…探造事業

デイサーピスセンタ

fr宅分譲支援センター

入居者数:

CD 50人〈定員詩人〉

岳部人(定員40人)

*12 

全国社会福祉協議会: !夜

神大躍災・ その時， 丹刊

福祉， 1995年6月号，

pp.l0…61. 

本13

ながた支援ネットワーク

:阪神・決銘大震災長田

報告書(1995)， pp‘1-45. 

*14 

害村新之副:しあわせの

村における震災への対応

iこついて， 阪神・談路大

陸災紀藤 ・ 挺言集

(1995)， pp. 216-220. 

家路・建物の倒壊および礎蝿

火災(:焼失範樹)

。 m α}丹I

国5.19 r高齢者ケアセンタ…江がたJの立地
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1 . 鵠査樫要

( 1 ) 

調査の対象は， [湖5.19 ，こ訴す神戸出長田日の高齢者総合福祉描設γ高齢者ケ

アセンターながたJとそれに関連する人びと(入所者， 職員， 罵辺地域かちの避難

お， ボランティアなど〉 る. 調査対象の選定;盟申';1:，

と くに火災が甚人;であ っ た 地誌に立地す る ，( i ) 

(註〉

〈逗)そ

2 番詰 iこ 高齢化が進んでいる，

にある唯一の高齢者総合福社施設であ る，

の 3 点であ る.

( 2  ) 

調膏内容は， 被災時の毘難な環埴条件の下で，

( i )地震発生直後からの施設内のガス・水道・革支・電話などうイフライ

の新車色・複旧状況と職員の対処行動，

〈証)入所者・職員・毘辺地域かちり避難者らの行動と施設ヨ夜間との関長，

(ili)被災後の職員の初出動状涜や賠住地の変容過程，

Civ )地域 ボラ ン ティ ア拠点と し ての施設，

など関係者に対し鑑別ヒアリング調査およびア ンケ…ト謂査を実殖し た.

2. 撞震発生後のうイフラインの断絶と護沼状況

被災時， 対象焔投は開設後 2年で品仏比較的新しい ため建物肉体にはほと

んど描棋はなかっ た. しかし擁設内む家具や備品などは転1ìU ·設立し た緩 ま た

水道， ガス， 言話などのうイブラインが断絶L， そ 三通告の遮断，

照明・睦毘器具が詑用不能となった.

( 1 )水 道

日 lこ 断水 し た . 地 下受本槽 に 20 トンむ水があ っ たため男子 5人で バ

ケツリレーにより汲み出し， 欽料沼i立間関の大援を， 生活用

して 確保 した . それによ っ て， 最低限の生活全般そま かな っ た ，

|付の1:" レ会社などかち教媛の飲料用水が届い た た

用水とし

と くι大量の水栓要するのは抗謹と設所で 為 っ た .

ポリタンク三つ(計4.5トン分)を利男 し ，兵席誌の縄平野浄水場ま

九 平常時は卓で15分控疫の所要時間であるが，

ため昼間は往復4時間， 夜間は1.5時間かかった. 71<の運搬作業拡大接府埋市

4名と ボラ ンティ ア数名に よって ， 1 月 2 3日か ら水道が復 旧

し た 2月 2 4日まで毎H続けられ た. 1月25 Hからは兵第県
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よる移動入浴車が派遣 さ れ， 入所者の入搭を開始した.

(2) 

日から2日間はまったく告をえず， そのため暖爵に大き

またl月四自に郡市の法人本部かち発電機告入手し， 電灯・冷蔵庫が能崩可

能になった. 20日iこ詰完全復旧し， 本来の暖房・管理システムなどが再開でき

た法濯は水の補給体制jができた1月23日から再開した.

(3)が ス

いちばん復i日に時間がかかったのが都市ガスである. 械化プ口パンガス(以下

LPGと時ぷ)そ入手するまでは， 行事用に横蓄していたカセットコンロで4舎5

まかなった. これは火力が弱いため， 食事出数をl日 2回に減ら

したが役立ったという. 1月初日， 開山の社会福祉施設から救援のLPG(25

と専用器呉(4セット)を入手した. 応急措置としてバーナーの配ち

LPG(50 kg)・市販の瞬間場掛かし器5台の購入， 新たな配背工事など、τ1]っ

て. 1月27日か込乾場機*控室むシャワー ・特珠浴槽が梗用可能になった. こ

の時点、から， 代替手段により生活の大部分をまかなえたといえる，

(4) 

日の夜勤騒員4人だけで-あった.

ど帰宅巾の幹部戦員への連絡がつかず， 夜勤鞍員iま極度の不安と緊強のなか，

自ら の判断による業務を行わなければならなかった 電話で多くの職員

が自宅から施設に連絡をとろうとしたが， 一向にかか色ない状況が続い九地

域によって尭はあるが， 向宅にいる職員ど うしが連絡をとり合 うことは可能

だっfことし、 う. よるコンビュータ

制榔の自動交換機であり， 30分でメモリーが補えて使用不能になった. そのた

め， 外線が入ってきてもどこにもつながらなかった. 電話によ

夜勤磯良の謀立感は極震に高まった

1月18日に

し 施設かも

3台 いちばん早く

ると共iこ， そ

1階の2合をγ事務処理用 r職員の家技用 �こ， 2階のl台を「入所者

の家族用J ，こなど， 連絡内容別に捷い分けたことがたいへん劫率的だったとい

う. 問題点として， 緊急時に施設か色各職員に連絡するシステムは帯在したが，

逆iこ職員から控設へ， あるい ど うしが連絡をとり合うシステムは

テレフォンカードが密現不能であるため，

っておく，

ュアノレの整備が必要である働

(5 )照

ためすぐ 。 り非常貯はついたが， 理暗く
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あり， 役立たなかった. 戦員は敵乱した部屋か

行った.

り出し， 業務を

(6)壊

比暖房機器はすべて電気ヒートポンプ方式であり， ため

まったく龍用不能になった. 行事用に備蓄 していた使い捨てカイ ロ

職員が一時的に控吊し， 非常に璽宝したという. 1丹19日には堺市の法人本部

から石油ストーブ10台が檎給されたが， 向日の夕方に誌電気が謹旧したため

なった.

日上のことからライフラインが逮絶えた状況でも砲の方法で補完できるよ

う， 平常時からの配慮が必要と思われる. また機器などのハードの苗だけでな

く， 緊急時には男子が必要になるため， 喪開の人員配彊などのソフト面でも考

る‘

3 地盤当日の入所者・職員・期辺地域からの避難者の行動〈表5.3)

( 1 )入所者と夜勤職員4人の対処行動

地震発生時に離床していた入所者も5名程買いた廊下で歩行中， あるいは

まま転翻した入がいたが， 入j持者にケガ人はなく， 痴呆老人もほとん

どは混乱なく落ちついていた早朝の排出介肋中だった夜勤職員生人にも， と

くに謹乱やケガはなかった.

{車1・散乱物が多かった.

は数多くの備品や機材があるためヲ 転

職員'i.非常灯の下ですぐに入所者の安否， 火の元を確認した. 地震により，

キャスターの移動止め金具を留めていたベッドも大きく移動した. さら

は通常より多い発熱者， また酸葉吸入者を抱えていたため，

は進まなかった.

6時頃， 夜勤職員4人は入所者の安西確認などに追われていたが， 近鱗

合住民約30人が助けを求めて来たため京関ホールに受け入れ九しかし. 1措

ヱりアと2階への立ち入りは禁止した" こ れは2

る入所者がいるため， 一時避難者との問に不要な現乱を生じな

いように配躍したためである.

8時30分頃，敷地南側一帯に火の手が迫ってきたため，建物期制の火炎

の延:壌を恐れて火の手からいちばん遠いと判断した北自制の廓下に約50人の

せ ;ま とめた. ぞ れ に 先立ち， 比較的 ADL の高い入を 彊先に，地

い避難通路を確得した. しかし 発熱者と酸素吸

25入は移動が肉体的・結神的に余計な魚担をかけることになると判断

し 避難させなかった



4人130人

5入 80人

7人 100人

8人 120人

話人 150人以上

18人!缶入

第5主主 避難所における高齢者と障害者

表5.3 地議発生当日の入所者a職員・周辺地域からの避難者の行動

時刻 i 欝!場所 i 主体 i 行動 l 備考

。: 00 

夜勤

546 1 2Fl居室 l 醐
5: 47 I 2F 居室 費動

2F 難ドi夜艶

夜勤

6 :飴 I lF I玄関l 避難者

6: 30 2F 居家! 喪塾

7: 30 2F 開室 裏張

8: 30 lF 

9: 00 I lF 

10: 00 lF 

ll:剖

i 通常通りの業務を行う

~この盟情報不足のため不嬰~

議震発生
ライフラインす斬

非常電製は30分しかもたず

シルパ』ハイツ入諾者から

のナースコール唱る

名器く

り副;鹿設長到着
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一般避難者150人

(午荊10時)

悪介護避難者25入

(!H.ゑ5P寺)

30人

(午前6痔〉
悶5.20 謹震当告の題辺地域からの避難者の人数と空間

(2 )罵辺地壊からの避難者の人数と空間(図5.20)

る長田区は木浩住宅が多L\道路ひと甑踊てた施設むi者側はと

8 時頃にはすでく

しfこがっ

しており，

6時以降は， いた近隣の住民がどたつぎに敷地内

って いたa

に避難してきた. 雄投立関誌施錠されていたが襲 ガラス張ちで外部かち

く見えた. 近隣住民が施設に避難した いとり強い要求があり，

喪勤職員の判断で1階玄関ホーjレに避難者を受け入れた. その後避難者数は増

加し， 午前日時までは150人以上になった‘

百宅から 2時聞かけて午前2時過ぎiこ到着した施設長は避難者のケガなどの

して いた行事用飲料を周辺地域からむ避難者に援供

した. その後タ万まで約10

た. 午後5時に蝿設長は要介護者やケ

者にi韓接する区投所への移動を要請した.

として機能し

ど移動盟難者 25名寄除いた避難

�i， 地読の高齢者・ケガ人など

し鍾先しで施設的空間とケア さるためと，

れるボランチィアの拠点空間を擁揺するためであった.

ι 地震発生議め織識の初出動状況

( 1 )職員の被災扶揖

57人中， 自宅が何らかの被害を受けた議員が34人情。何)である. そり

内訳註全壊g人(15 %)，半壊4人(7 %λ一議長揖壊 2 2人(40 %)である. 長田区居

往者の住人中 4人が被災により自宅外での生活者余儀なくされた

側の鉄道経路に不通健所が多く， また復旧も運かったために， 撞設はマンシ

ンを借りて臨時撞設章とした. 自宅吾失った職員や ， 鉄道不通りため通勤に支

障のある職員への対処である.

擁設に辻哲!的被告はほとんどなし した静



第5設 避難所における高齢翁と欝害者

平常時の通勤時間:ユド均給分土17分

震災後初出動の出動時間:平均2時需58分ニと2時間21分

平均ι46ニヒ3.57

地説挫の初出勤関難度

非常時とはいえ入所

れた点もあるため， 被災した一部職員の中

し

誌

失

者

には， 譲雑な気持ちそ抱いた人もいた.

(2 )職員の居住地と培農後の初出齢国難度牢15

10 km以内に住んでいた.

時間は平常時で約40分，震災後で約3時間かかった. 初出勤は交通網の制限・

*15 

初出動国難度t選災後初
出勤所要時間(分)/平常
時通勤所要時間(分)

謹出状況など個々 通常の平均の約4.5 f告も しfこ.

とくに北東方向では通常の11桔から19 fきもの通勤時間がかかった(摺5.20.

(3 )通勤手段による初出動日の違い

よって出動自の違いがるる. 1月17， 18日は鉄道が不通で為り，

遠方の職員は車やバイクがないと出勤できなかった. 者謹・介護・一般職員め

当日出動は3分の1程度であるのに対して， 管理識はその笹命感やf金制からか

能主で自力で出勤した犠 出動i有難の理由とし

断(全戦員の約2/3)， などがあげられている，

5. ボランティア拠点、としての雄設
もとに， ボランティアを動員し

および避難所での要介護老人の穫認長行った

その結果， 小・中学校な

ており， 高齢者専毘iこ避難所を開設し

し

る必要性が明白となった.

そこで2 月始め施設長は「なが

/レープを組織

ネットワーク」というボランティアグ

ヂイサーゼスセンターγサlレゼアJ

(図5.19事賎) �こ開設・運営した. 以来， 雄投は全国か

グループの情報収集・出治拠点、にもなった.

ったボランティア
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( 1 )ボランティアの動向

れたボランティア よち，

ボランティア砥 人数の変化を議査した.

各過ごとの

ボランティア

が急増し， 1日平均35 人， 最大55 人であった. 2 

あった，

交換の場とし

癌程，

5遊日以蜂は地域に確保し

I踏のホーlレを拠点にボランティア描泊， 地域福祉の情報

10週日まで続いた. 4見上旬には緊急避難所の膿難者も当撞

仮設住宅などに移札 施設のうイフラインも

したため， 緊急避難所・相談所も開設され， 施設後開放したボランティ

した， 平均岩出日数は5，6日で出身地方による持はない.

(2)被災後， 2か月間む施設開放状出(関5.22)

地震発生当日から施設1階のショートステイ部開が緊草避難し

25 人のケアの場に提供された， また由自軍やクラブ室な

部門の和軍が通勤同難詰職員の臨時構泊空間に提供された. さらにl丹末かち

は全問から集まったボランティアの稿泊・情報拠点としても利期され， 多目的

エレベーターホールなど比較的広い空間が提供された. そ

されていたが動韓が吏錯し， おのおの活動合内容や時間菩が巽なることか

ら， 多少トラブんがあった.

* * 本

本語の調査にあたって';1， r高齢者ケアセンターながたJの職員り方がた誌か

まに いただきました. ここに探く感諾するしだい

(足立 啓)

部門 舟途
1 :管盟 " � . .・H・-……一職員の臨時措泊
2:EVホール ・H・H・- ボランティアのミ…ティング・富治
3:デイサーピス…… M 

4. ショートステイ…高齢者緊急避難所

国5.22 地焼後2か月閣の雄設開設状況(1階平面図)



第5主主 避難所における高齢者と障審者

5輩のまとめ

は， 鶴常者のみならず， 障害者にはとりわ け過酷な探境変北が

もた告され， 避難生活の中でもさまざまなしわ寄せが集中し， 災害弱者が取り

れた現状が報告されている. 地域の住民相互の助け合いや地域で生き るた

れ， あiるためて災害に強く人にやさしいまちづくり

の必要性が確認された‘ 日常的な場面でのパワアフザーヂザインについては近

年各地域において穣械的に虫り入れられているが， 地震などによる

時においてどのような配慮が必要かまだ不明な点

なく， すべての人にとって日常的に

られ， 福祉の視点からむまちづくり提案刊の実現が期待される.

といわれる高齢者および、障害者は小学校などの避難所に限らず， 知

人や友人の家や社余福祉施設などの地域施設なども利用して避難生活壱送っ

た. そり中で， とって小学校などり避難所に関して， 次わよ

うな生活環境とし らかになった.

( i )小学校などは日 としての機能に加えて， 地域の防災拠点と

しての機能を備えることが必要であるが， 高齢者と障害者らの災害弱者に

る配宗教がうえ落していた. 今後詰基本的なバリアアワー化とともに， 日

常から地域の施設として捷用していくことが重嬰でおる.

(註)避難所は小学校などの教育施設のみならず，地域の種々の地域施設そ総

合的に活用する計調を前提iこ再整鑓される必要があるー とくに社会福祉施

いては， 高齢者やi埠害者の斗;活に必要な空間的配麗がすでにト分記

れているものがあるので有効に活用すべき である.

く説) 多くのボラ

ンチィアらの支援体制を有踏に機能させ

である. これらのブログラムの中

のプログラムの整舗が必要

らの体の不信由な人や

��い人への対rr;が構わっていることが必要である掴

Civ)高齢者や障害者の避難所としては，

した毘躍・保健課壊の轄備が必要である. 肉体的な酉だけでなく， 心盟副

からのサポート したサーピス体制が必要である.

(v)高齢者や障害者の身体機能記対する県解において，

く幅広い対応を可能にする配揖が必要で、ある.

した避難所のあり点としては，

けでな

( i )避難所は日常の生活環境の中でよく利用され，わかりやすく， 利用しゃ

*16 

田中直入試か:阪神・談

務大麓災撞興討画への福

祉のまちづくりの視点、か

らの提案， 兵藤県立頴祉

のまちづくり丁、学研究所

(1995). 
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すい位置に計画さ れるべ き で， そこに歪る街路な ど の 整備，

(ii)灘難所となる小学校や巾学校などの地械施投における

らの利用唱と考賦した配劇(パリアフリーヂザイン)，

(温)避難所での生活機能を光足するための風呂やトイレ江どの設備の開発

や配備とこれらへの基本的なノイリアフリーデザイン，

Civ)物的なバリアフリーデザインだけでなく，高齢者・|培害者の健康管開を

る空調や換気の珊楠コント口一lレ，

(v)避難所とし

きる社会福祉施設な どの 計画，

(vi)個別の生活環境としての最小限のプライパシーの保護やセキュリティ

を確保するための装置や設備の開発および配備，

らず. 日

(vii) とし り

(v温)生活支援サーピスや手話通訳らの避難所の斗:活を支援する人的な対応，

などが必要と思われる.

らは， 次の ことが明らかにな っ た.

けでなく，、、Jノ
・
唱i/t、\

人などの福祉拠点や避難所の役割を担いうる.

(ii)施設被害は比較的軽微であっても， ライフライン再開まで日数を要する

ため， 代替手段での補完を見直すとともに， 施設運営再開には職員やボラ

ンチィ アな となる.

(細)被災時lこ施投内外の連絡手段の確保や職員相立の連絡νステム

が重要である.

Civ)災害時，外部援助を必要とするさいに， とくに近隣の福祉施設どうしの

連携とボランティアの存在は大きい. 胞設|付にボランティアの組織化， 情

どの拠点、長I買いたことは非常時の施投機能の拡l協に大きな

した栴

災害によ る被害は弱い環境 ， 弱い人へもたらされる こ とが多 い . 避難所とい

う相聞の 確保もこれらの 高齢者や陣害者をは じ めとする災害弱者にと っ て， 物

き， となること られる.

ではなく， これらの環境は日常からの補祉のまちづくりから器提に構築してい

く必要がある. 21世紀の超高齢社会に備えて， 人にやさしく安心できる環境の

整備が重要課題であることはいうまでもない.




